
 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 定 例 会  

                       総 務 委 員 会  

 

総 務 部 長 説 明 要 旨  

 

   

総 務 部 長 の 山 本 で ご ざ い ま す 。  

 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

そ れ で は 、 総 務 部 の 議 案 の 概 要 を 御 説 明 さ せ て い た だ き

ま す 。  

は じ め に 補 正 予 算 案 に つ き ま し て は 、 議 案 書 の １ ペ ー ジ

を お 開 き 願 い ま す 。  

 

議 案 第 １ ４ ６ 号 「 令 和 ７ 年 度 和 歌 山 県 一 般 会 計 補 正 予 算 」  

は 、 物 価 高 騰 の 影 響 に よ り 厳 し い 経 営 状 況 に あ る 地 域 鉄 道

に 対 し て 、 安 全 運 行 を 確 保 す る た め の 設 備 修 繕 に 対 す る 支

援 を 実 施 す る ほ か 、 熊 野 白 浜 リ ゾ ー ト 空 港 の 機 能 を 向 上 さ

せ る た め に 要 す る 経 費 等 と し て 、 総 額 ３ ６ 億 ２ ， １ ４ ３ 万

円 の 増 額 補 正 並 び に 繰 越 明 許 費 、 債 務 負 担 行 為 及 び 地 方 債

の 補 正 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、 追 加 の 補 正 予 算 案 件 に つ き ま し て は 、 追 加 議 案 書

１ ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。  

 

 議 案 第 １ ７ ７ 号「 令 和 ７ 年 度 和 歌 山 県 一 般 会 計 補 正 予 算 」 

は 、国 の「「 強 い 経 済 」を 実 現 す る 総 合 経 済 対 策 」を 受 け 、

足 元 の 物 価 高 へ の 対 応 と し て 、 国 支 援 の 対 象 と な ら な い Ｌ

Ｐ ガ ス 利 用 者 へ の 支 援 に 要 す る 経 費 や 、  



 

医 療 ・ 介 護 ・ 障 害 福 祉 分 野 に お け る 賃 上 げ 等 に 対 す る 支 援

の ほ か 、 防 災 ・ 減 災 、 国 土 強 靱 化 の 推 進 に 要 す る 経 費 等 と

し て 、 総 額 ３ ４ ５ 億 ７ ， ０ ８ ４ 万 ２ 千 円 の 増 額 補 正 、 繰 越

明 許 費 、 債 務 負 担 行 為 及 び 地 方 債 の 補 正 を 行 う も の で す 。  

 

 な お 、 歳 入 に 関 す る 説 明 に つ き ま し て は 、 後 ほ ど 財 政 課

長 か ら 御 説 明 さ せ て い た だ き ま す 。  

 

次 に 条 例 案 件 で あ り ま す が 、 議 案 書 の １ ６ ペ ー ジ を お 開

き 願 い ま す 。  

 

議 案 第 １ ５ １ 号 「 和 歌 山 県 公 告 式 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 」 は 、 条 例 を 公 布 す る 際 に 必 要 と さ れ て い る 知 事 の 署

名 に つ い て 、 電 子 署 名 で 行 え る よ う に 改 め る も の で あ り ま

す 。  

 

議 案 書 の １ ７ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ５ ２ 号 「 知 事 及 び 副 知 事

の 給 与 そ の 他 の 給 付 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 は 、 知 事

及 び 副 知 事 の 期 末 手 当 の 支 給 割 合 の 改 定 を 行 う も の で あ り

ま す 。  

 

続 き ま し て 、 県 人 事 委 員 会 勧 告 を 踏 ま え 、 職 員 の 給 与 を

改 定 す る た め の 条 例 改 正 で ご ざ い ま す が 、  

議 案 書 の １ ９ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ５ ３ 号 「 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 は 、 職 員 の 給 料 月 額 、 自

転 車 等 を 使 用 す る 職 員 に 係 る 通 勤 手 当 の 額 並 び に 宿 日 直 手

当 及 び 初 任 給 調 整 手 当 の 上 限 額 の 改 定 を 行 う と と も に 、 期

末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 を 改 め る も の で あ り ま す 。  

 

議 案 書 の ４ ０ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ５ ４ 号 「 一 般 職 の 任 期 付



 

研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 は 、

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 給 料 月 額 及 び 期 末 手 当 の 支 給 割 合

の 改 定 を 、 議 案 書 の ４ ２ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ５ ５ 号 「 一 般 職

の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 」 は 、 一 般 職 の 特 定 任 期 付 職 員 の 給 料 月 額 の

改 定 を 行 う と と も に 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 の

改 定 を そ れ ぞ れ 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

議 案 書 の ４ ６ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ５ ６ 号 「 会 計 年 度 任 用 職

員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 」 は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 に つ い て 、 そ の 基 準 月 額

に 係 る 基 礎 額 及 び 上 限 額 の 改 定 を 行 う と と も に 、 期 末 手 当

及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 を 改 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

議 案 書 の ４ ８ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ５ ７ 号 「 和 歌 山 県 の 事 務

処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 は 、 医 療

法 に 基 づ く 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 を 和 歌 山 市 が 処

理 す る こ と と す る と と も に 、 建 築 基 準 法 施 行 令 の 一 部 改 正

に 伴 う 規 定 の 整 備 を 行 う も の で す 。  

 

議 案 書 の ９ ５ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ６ ６ 号 「 和 歌 山 県 使 用 料

及 び 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 は 、 政 党 助 成 法 等

の 一 部 改 正 に 伴 い 、 同 法 第 ３ ２ 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ く 都

道 府 県 提 出 文 書 の 写 し の 交 付 に 係 る 手 数 料 を 定 め る と と も

に 、 政 治 資 金 規 正 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 う 所 要 の 改 正 を 行 う

も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に そ の 他 案 件 で ご ざ い ま す が 、  

 議 案 書 の ９ ８ ペ ー ジ 、 議 案 第 １ ６ ８ 号 「 当 せ ん 金 付 証 票

の 発 売 総 額 に つ い て 」 は 、 当 せ ん 金 付 証 票 法 第 ４ 条 第 １ 項



 

の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 ８ 年 度 中 に 発 売 す る 宝 く じ の 総 額 を

定 め る も の で あ り 、 昨 年 度 と 同 額 の １ ２ ０ 億 円 以 内 と し て

い る も の で す 。  

 

次 に 、 地 方 自 治 法 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 知 事 専

決 処 分 報 告 で ご ざ い ま す 。  

 

 知 事 専 決 処 分 報 告 の ２ ペ ー ジ 、 諸 報 第 ５ ８ 号 に つ き ま し

て は 、 職 員 の 公 務 中 に お け る 交 通 事 故 に 伴 う 損 害 賠 償 の 額

に つ い て 、 知 事 に お い て 専 決 処 分 を 行 っ た た め 、 報 告 を 行

う も の で す 。  

 

私 か ら は 、 以 上 で ご ざ い ま す 。  

よ ろ し く 御 審 議 の 程 お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

 



 

 

令和７年 12 月定例会総務委員会 

 

補正予算歳入説明（財政課） 

 

財政課長の小林でございます。よろしくお願いいたします。 

まず、令和７年度一般会計 12 月補正予算案の当初提案分の歳入に

ついて、ご説明申し上げます。 

 

「補正予算説明書」の１ページをご覧ください。 

歳入全体の補正額の合計は、36 億 2,143 万円となっております。 

 

補正を行う項目につきましては、 入
にゅう

１ページの地方交付税で、 

当初予算を上回る額の一部を当該補正予算における一般財源として

計上するため、30 億 7,625 万 4 千円を増額しております。 

 

次に、入２ページの分担金及び負担金につきましては、 

令和７年８月の降雨により発生した被害に対する災害緊急がけ崩れ

対策事業の施行に伴う市町村負担金として、30 万円を増額しておりま

す。 

 

次に、入３ページから６ページの国庫支出金につきましては、 

新しい地方経済・生活環境創生交付金や物価高騰対応重点支援地方 

創生臨時交付金の活用のほか、給与改定に伴う人件費補正によるもの

として、合計で 4 億 5,534 万 8 千円を増額しております。 

 

次に、入７ページの繰入金につきましては、 

紀の国森づくり基金活用事業に従事する会計年度任用職員の給与改定

に伴う人件費補正のため、当該基金から繰り入れるものとして、 

115 万 4 千円を増額しております。 

 

次に、入８ページの諸収入につきましては、 

給与改定に伴う人件費補正のため、県管理ダムの共同事業者から徴収

する管理金の増により、37 万 4 千円を増額しております。 



 

 

 

次に、入９ページの県債につきましては、 

投資的経費の財源として、8,800 万円を増額しております。 

 

次に、令和７年度一般会計 12 月補正予算案の追加提案分の歳入に

ついて、ご説明申し上げます。 

 

「補正予算説明書（追加）」の１ページをご覧ください。 

国補正予算等に伴う補正であり、歳入全体の補正額の合計は、 

345 億 7,084 万 2 千円となっております。 

 

補正を行う項目につきましては、入１ページの地方交付税で、 

当初予算を上回る額の一部を当該補正予算における一般財源として

計上するため、7 億 1,386 万 9 千円を増額しております。 

 

次に、入２ページの分担金及び負担金につきましては、 

国補正予算による農林水産業費及び土木費の国庫補助事業の補正に

伴う市町村負担金等として、3 億 6,200 万 5 千円を増額しております。 

 

次に、入３ページから６ページの国庫支出金につきましては、 

国補正予算による物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の追加

のほか、農林水産業費や土木費などの国庫補助事業の補正等に伴い、

200 億 5,313 万 2 千円を増額しております。 

 

次に、入７ページの諸収入につきましては、 

国補正予算による土木費の国庫補助事業の補正に伴う県管理ダムの

共同事業者から徴収する管理金の増等により、3 億 7,113 万 6 千円を

増額しております。 

 

次に、入８ページの県債につきましては、 

投資的経費の財源として、130 億 7,070 万円を増額しております。 

 

私の説明は以上でございます。 

ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 
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